
＜土地利用調整会議に付議する案件に関する相談資料について＞ 

土地利用調整会議に付議する案件に関する相談資料として、次の資料の写しを提出してくださるようお願いいたします。 
 

1 位置図 （住宅地図等）  

2 字限図（公図）  法務局 

３ 住民票謄本 （法人の場合は、全部事項証明及び定款） 住所地の市町村役場 

４ 登記簿謄本 （土地・建物）（必要な場合、閉鎖謄本） 法務局 

５ 現況写真 敷地全体の状況がわかるもの  

６ 土地利用計画図 建築物の配置や道路幅員がわかるもの  

７ 免許、資格等   

８ 給配水管台帳図  （上）業務課給排水係 

９ 公共下水道台帳図  （上）業務課給排水係 

10 建築確認申請概要書  既存の建築物がある（あった）場合 建築指導課 

  ※予定建築物の用途が「宅地分譲・建売分譲」、「共同住宅」で、開発区域が３，０００㎡以上の場合等の相談資料です。 

＜土地利用調整会議に付議する案件の許可に関する流れ＞ 

助言書の通知

山形市役所内部協議
開発許可（４週間）／建築等許可（３週間）

（１週間程度）

許可申請に関する

事前相談

土地利用調整会議用の

相談資料の提出

事前協議申出書の

提出
現場確認
調査

事前協議終了
許可申請受付・

申請手数料受領
山形市長の許可
（許可書の交付）

土地利用調整会議住民説明会等

（４週間程度）
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